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下市最大の祭　初市



　

400
年
の
歴
史
を
誇
る
下
市
最

大
の
祭
り
「
初
市
」
。
今
年
も
２

月
11
日
の
宵
宮
祭
か
ら
始
ま
る

本
町
の
蛭
子
神
社
の
祭
典
と
共

に
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

初
市
当
日
は
初
市
実
行
委
員

会(

会
長　

杦
本
龍
昭
町
長)

が
歴
史
あ
る
伝
統
の
祭
り
を
盛

り
上
げ
継
承
し
よ
う
と
様
々
な

イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
ま
し
た
。

　

宵
宮
に
は
、
西
宮
戎(

え
び
す)

神
社
か
ら
い
た
だ
い
た
御
神
火
を

先
頭
に
、
本
町
の
み
こ
し
や
氏
子

の
み
な
さ
ん
が
、
蛭
子
神
社
を
目

指
し
ま
し
た
。

　

御
神
火
は
子
ど
も
会
会
長
ら
が

神
主
ま
で
繋
ぎ
、
神
主
の
手
で
神

前
に
灯
さ
れ
ま
し
た
。

　

正
午
か
ら
歩
行
者
天
国
と
な
っ
た
国
道
309
号

線
（
千
石
橋
南
詰
～
下
市
郵
便
局
間
）
に
は
様
々

な
露
店
が
立
ち
並
び
、
子
ど
も
み
こ
し
が
巡
行

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ご
ん
た
く
ん
の
巨
大
ス
マ
ー
ト
ボ
ー

ル
や
恒
例
の
大
抽
選
会
、
初
市
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
、

下
市
え
え
も
ん
物
産
展
、
地
場
産
品
展
示
販
売

コ
ー
ナ
ー
な
ど
様
々
な
催
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
ユ
ン
ケ
ル
上
條
氏
に

よ
る
「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
防
止
・
交
通
安
全　

相

撲
甚
句
」
、
奈
良
県
警
察
音
楽
隊
に
よ
る
初
市
ふ

れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
、
商
工
会
青
年
部
に
よ
る

も
ち
ま
き
大
会
の
ほ
か
、
天
川
和
太
鼓
龍
王
の

演
奏
、
下
市
町
観
光
大
使
の
十
手
リ
ン
ジ
ン
の

初
市
漫
才
、
観
光
大
使
む
ん
む
の
コ
ン
サ
ー
ト

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

平
日
の
開
催
に
も
関
わ
ら
ず
、
会
場
は
多
く

の
人
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
奈
良
県
神
農
商
業
協
同
組
合
か
ら
福

祉
の
向
上
、
初
市
の
充
実
の
た
め
、
３
万
円
が

寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

初　

市

商売繁盛で笹もってこい

蛭
子
神
社
祭
典▲宵宮の様子 ▲西宮神社での御神火授拝
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★軽自動車等の手続きについて★

▲下市小学校からの入賞作品

　軽自動車等の手続きを変更される場合（廃車・名義変更・住所変更等）は、車種によって手続き並びに申

告場所も異なりますので、ご確認のうえ手続きをお願いします。また、令和２年３月３１日までに廃車の手続き

をされない場合は、令和２年度は軽自動車税（種別割）が課税されます。

〈※令和元年１０月１日より、「軽自動車税」の名称が「軽自動車税（種別割）」に変更となりました。〉

車　　種 申告場所（お問合せ先）

原動機付自転車　
（１２５ｃｃ以下のバイク等） 下市町役場　税務課

☎ ０７４７- ５２- ０００１
小型特殊自動車

軽　自　動　車
（３輪・４輪）

軽自動車検査協会奈良事務所
（大和郡山市額田部北町９８０番地の３）

☎ ０５０-３８１６-１８４５

軽　二　輪　車
（１２５㏄を超え２５０ｃｃ以下） 近畿運輸局奈良運輸支局

（大和郡山市額田部北町９８１番地の２）
☎ ０５０- ５５４０- ２０６３小型二輪車

（２５０ｃｃを超える）

吉
野
警
察
署
管
内

小
学
生
防
災
啓
発
書
道
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式

　

1
月
20
日
に
吉
野
警
察
署
管
内
小
学
生
防
災
啓
発
書
道
コ
ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

 

下
市
小
学
校
か
ら
は
最
優
秀
賞
１
名
、
金
賞
４
名
、
銀
賞
１
名
の
計
６
名
が
選
ば
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
」
に
伴
い
、
管
内
の
小
学
生

か
ら
防
災
を
テ
ー
マ
に
し
た
書
道
作
品
を
募
集
し
た
も
の
で
、
入
賞
し
た
作
品
は
ラ
イ

フ
大
淀
店
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
入
賞
し
た
作
品
は
、
防
災
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
図
案
に
使
用
し
、
吉
野
警
察
署

管
内
に
お
い
て
配
布
予
定
で
す
。

【
最
優
秀
賞
】

下
市
小
学
校
３
年　
水
谷 

心
咲

【
金
賞
】

下
市
小
学
校
１
年　
山
本 

愛
莉

【
金
賞
】

下
市
小
学
校 

２
年　
峠 

喜
陽

【
金
賞
】

下
市
小
学
校 
３
年　
森 

千
風

【
金
賞
】

下
市
小
学
校
４
年　
峠 

奈
緒
子

【
銀
賞
】

下
市
小
学
校
２
年　
中
本 

結
愛

1/20
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令
和
２
年
の
区
長
・
総
代
の
皆
さ
ん
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

　

区
長
・
総
代
の
皆
さ
ん
に
は
地
区
の
お
世
話
を
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
町
と

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
町
行
政
の
円
滑
な
推
進
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

退
任
さ
れ
ま
し
た
区
長
・
総
代
の
皆
さ
ん
の
ご
苦
労
と
、
在
任
中
の
ご
協
力
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

区
長
・
総
代
の
皆
さ
ん
　
お
世
話
に
な
り
ま
す

大
字
下
市

下
市
区
区
長
会
長　

川
岸　

達
夫

山
崎
区
長　
　
　

菊
本　

明
和

堂
垣
内
区
長　
　

林　
　

德
明

北
口
区
長　
　
　

吉
本　

泰
大

天
神
区
長　
　
　

島
田
奈
良
夫

植
木
区
長　
　
　

野
木　

茂
宏

青
葉
台
区
長　
　

喜
多　

弘
昭

桧
皮
蔵
区
長　
　

嶋
田　

勇
次

新
町
区
長　
　
　

鎌
田　

義
道

本
町
区
長　
　
　

吉
原　

良
輔

今
在
家
区
長　
　

小
川　

悦
男

惣
上
区
長　
　
　

大
蔵　

正
敏

大
峯
区
長　
　
　

宮
司　

髙
次

下
阪
区
長　
　
　

山
田　

泰
紀

上
阪
区
長　
　
　

川
岸　

達
夫

栄
町
区
長　
　
　

松
田
剛
太
郎

堀
毛
区
長　
　
　

立
野　
　

通

明
大
区
長　
　
　

服
部　

弘
一

田
中
区
長　
　
　

水
本　

泰
宏

寺
内
区
長　
　
　

吉
本　

博
治

宮
ノ
向
区
長　
　

中
東　

勢
喜

秋
津
区
長　
　
　

綿
鍋
伊
久
男

都
町
区
長　
　
　

杉
谷　

佳
美

大
字
新
住

新
住
区
長　
　
　

小
川　

富
大

新
住
総
代　
　
　

西
本　
　

悟

幸
町
総
代　
　
　

中
田　

清
壽

大
字
阿
知
賀

阿
知
賀
区
長　
　

出
合　

正
勝

峯
山
総
代　
　
　

小
林
喜
代
治

原
野
総
代　
　
　

中
辻　

榮
治

岡
総
代　
　
　
　

大
北　

義
昭

緑
ヶ
丘
総
代　

 
 

黒
飛　
　

隆　

岡
坂
総
代　
　
　

吉
岡　

成
純

小
西
団
地
総
代　

水
本　

治
男

西
中
村
総
代　
　

中
本　

吉
保

東
中
村
総
代　
　

林　
　

育
夫

上
村
総
代　
　
　

坂
本　

嘉
之

中
屋
総
代　
　
　

山
本　

義
昭

新
中
屋
総
代　
　

小
林　

延
昭

岨
総
代　
　
　
　

米
田　

元
昭

瀬
ノ
上
総
代　
　

中
和
田
裕
二　

野
々
熊
総
代　
　

貝
本　

龍
昭

大
字
小
路

小
路
区
長　
　
　

梅
田　

克
也

上
・
中
垣
内
総
代　

泉　
　

厚
子

小
下
・
大
下
垣
内
総
代　

梅
田　
　

悠

大
字
善
城

善
城
区
長
・
善
城
垣
内
（
12
・
13
班
）
総
代

　
　
　
　
　
　

 
 

熊
谷　

繁
一

下
之
町
（
1
・
2
班
）
総
代 

谷　
　

俊
樹

東
之
町
（
3
・
4
班
）
総
代 

中
山　

貴
雄

東
之
町
（
5
・
6
班
）
総
代 

安
神
ス
ミ
ヱ

上
之
町
（
7
・
8
班
）
総
代 

中
垣　

基
裕

稲
荷
町
（
9
・
10
班
）
総
代 

大
垣　

義
行

西
之
町
（ 

11
班  

）
総
代 

霜
辻　

公
広

大
字
栃
原

栃
原
区
長　
　
　

堀　
　

光
博

栃
原
東
総
代　
　

奥
井　

隆
行

栃
原
西
総
代　
　

中
前　

博
繼

大
字
平
原

平
原
区
長　
　
　

岩
本　

正
博

大
字
梨
子
堂

梨
子
堂
区
長　
　

辰
巳　

嘉
直

大
字
原
谷

原
谷
区
長　
　
　

西
本　

正
則

杣
谷
総
代　
　
　

吉
井　
　

隆

椎
原
総
代　
　
　

仲
島　

朗
訓

大
字
栃
本

栃
本
区
長　
　
　

小
澤　

和
生

大
字
伃
邑

伃
邑
区
長　
　
　

松
谷　

明
代　

岩
森
総
代　
　
　

今　
　

明
博

間
戸
総
代　
　
　

奥
田　

祐
三

草
谷
総
代　
　
　

疋
田　

佳
司

高
原
総
代　
　
　

奥
田　

浩
靖

稲
貝
総
代　
　
　

水
田　

稔
男

大
字
立
石

立
石
区
長　
　
　

松
尾　
　

茂

下
立
石
総
代　
　

板
矢　

次
右

陰
地
総
代　
　
　

辻
田　

栄
詞

上
立
石
総
代　
　

谷
川　

葊
一

大
字
才
谷

才
谷
区
長　
　
　

楠
山　

正
文

谷
総
代　
　
　
　

頃
橋　

信
喜

中
総
代　
　
　
　

福
田　
　

進

殿
出
総
代　
　
　

辻
本　
　

豊

 

　大
字
広
橋

広
橋
区
長　
　
　

森
本　

浩
夫

惣
坂
総
代　
　
　

清
水　

郁
夫

峯
出
総
代　
　
　

田
和　

源
司

広
瀬
谷
総
代　
　

小
西　

良
一

中
村
総
代　
　
　

梶
谷
美
代
治

清
水
総
代　
　
　

南　

ふ
み
子

大
字
丹
生

丹
生
区
長　
　
　

谷
口　

泰
彦

大
字
長
谷

長
谷
区
長　
　
　

福
本　

善
之

大
字
　
谷

谷 

区 

長　
　
　

保
田　

茂
樹

大
字
黒
木

黒
木
区
長　
　
　

釜
谷　
　

佑

大
字
西
山

西
山
区
長　
　
　

山
田　

彰
一

大
字
貝
原

貝
原
区
長　
　
　

玉
木
眞
由
美
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マイナンバーカードを作りませんか？　　

　マイナンバーカードは、１２桁のマイナンバーが記載されたＩＣチップ付きのカードです。
　表面には氏名、住所、生年月日、性別などが記載され、身分証明としても使えます。国では令和２年
度にマイナンバーを活用した新たな消費活性化策を実施し、令和３年３月からは健康保険証としても使
える予定です。マイナンバーカードはこれからも活用の場面が増え、ますます便利になります。
　実施期間が近づくと、マイナンバーカードの交付申請が混み合い、通常よりも時間が掛かると予測さ
れます。まだお持ちでない方は、早めの申請をお勧めします。

①スマホで顔写真を撮影
②スマホで交付申請書のＱＲコードを読み取る
③申請用ＷＥＢサイトでメールアドレスを登録
④申請者専用ＷＥＢサイトのＵＲＬが届いたら、
　顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了

【問合せ】
　下市町役場　住民保険課　　☎ ０７４７－５２－０００１（代表）
　　　　　　　　　　　　　　IP ０７４７－６８－９０６３（直通）

住民保険課窓口では申請サポートを行っています。
申請方法が分からない方や相談しながら申請されたい方は、
ぜひお声掛けください。

申請サポート
実　 施　 中

【マイナンバーについて】
　マイナンバー総合フリーダイヤル　　☎ ０１２０－９５－０１７８　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　日：午前９時３０分～午後８時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　土日祝：午前９時３０分～午後５時３０分

①カメラで顔写真を撮影
②申請用ＷＥＢサイトでメールアドレスを登録
③申請者専用ＷＥＢサイトのＵＲＬが届いたら、
　顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了

交付申請書に必要事項を記入し、６ヶ月以内に
撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了

専用サイトから交付申請書がダウンロードでき
ます。印刷してお使いください。

受け取りは…交付通知書（はがき）が届きます。下市町役場住民保険課までお越しください。
　　　　　　本人確認の上、暗証番号を設定いただくと、マイナンバーカードを受け取っていただけます。

★申請方法

スマートフォン 郵便

パソコン
交付申請書がない場合
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下市町保健センターからのお知らせ 場所／下市町保健センター　

問合せ　下市町役場　健康福祉課　保健予防係 ☎ ０７４７-５２-０００１（内線１５９・１６０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IP ０７４７-６８-９０６５（直通）  　　

《申込・問合せ》
 たんぽぽカフェ：社会福祉協議会　　 ☎ ０７４７-５４-２１０７

 いろどりＣａｆｅ：北野しもいち彩の里  ☎ ０７４７-５２-０２４０

 総合窓口：下市町地域包括支援センター  ☎ ０７４７-５２-０００１（内線１５６・１５７・１５８）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 IP ０７４７-６８-９０６５（直通）

地域包括支援センターからのお知らせ

事業名 日時 場所 対象者 内容 申し込み

たんぽぽカフェ
３月１３日（金）
午前 10 時～正午
※毎月第 2金曜日

下市町交流
センター

（ごんたくんの家）

認知症の方や
その家族・医
療や介護の専
門職・地域の
方など。
介護をされて
いる方や介護
に興味のある
方。

カフェタイム
おはなしランド
　　　にょきにょき

当日参加可

いろどりＣａｆｅ
３月２６日（木）
午前 10 時～正午
※毎月第 4木曜日

特別養護老人
ホーム北野しも
いち彩の里

みんなで今年度を
　　　　　振り返る
　　座　談　会

事　　業　　名 日　　　　　　　　　時 対　象　者　・　内　容　等

中 期 離 乳 食 相 談
２歳児歯科・栄養相談

３月１２日（木）

午後１時～１時１５分受付【６か月児】令和元年６月１日～令和元年８月３１日生

午後１時３０分～１時４５分受付【２歳６か月児】平成２９年６月１日～平成２９年８月３１日生
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、
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日
時
《
予
約
制
》

　

３
月
６
日
（
金
）

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時

場
所

　

下
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町
保
健
セ
ン
タ
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２
階
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修
室

申
込
・
問
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事
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に
電
話
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を
お
願
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し
ま
す
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こ
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談
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ン
タ
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☎ 

０
７
４
５
―

２
２
―

６
０
７
９

 

さ
ま
ざ
ま
な
こ
こ
ろ
の
問
題
や
病
気
で
悩

ん
で
い
る
方
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

さ
さ
い
な
悩
み
で
も
結
構
で
す
。

日
時

　

３
月
２
日
（
月
）
《
予
約
制
》

　

①
午
後
１
時
～
２
時

　

②
午
後
２
時
15
分
～
３
時
15
分

　

③
午
後
３
時
30
分
～
４
時
30
分

場
所

　

下
市
町
保
健
セ
ン
タ
ー　

２
階
研
修
室

　

※
訪
問
相
談
も
い
た
し
ま
す
。

費
用

　

無
料

申
込
・
問
合
せ

　

電
話
で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

下
市
町
役
場　

健
康
福
祉
課

　

☎ 

０
７
４
７
―

５
２
―

０
０
０
１
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内
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０
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Ｉ
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０
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８
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９
０
６
５
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直
通
）

定
期
児
童
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談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
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令和２年度　放課後児童健全育成事業（学童保育事業）
入所児童追加募集

軽自動車のグリーン化特例（軽課）について

目　　　的　核家族化や女性の社会進出など社会状況の変化を踏まえ、保護者等の労働や疾病などの

　　　　　　理由により、昼間保護者がいない家庭の児童の一時預かりを行います。

対象児童　下市小学校通学児童（５年生～６年生まで）

募集人数　若干名

保育時間　放課後～午後６時２０分

　　　　　　※長期休暇は午前８時～午後６時２０分

　　　　　　※５年生は週３回までの預かり、６年生は週１回までの預かりとなります。

休　所　日　土・日・祝日・年末年始

　　　　　　※臨時休業する場合があります。

申込受付期間　３月２日（月）～３月１３日（金）

・申請書は、下市町役場健康福祉課にあります。

　申請内容に応じて添付書類が必要ですのでお問い合わせください。

・毎年申請が必要です。

※応募人数多数の場合、書面審査の上、入所可否を決定致します。（入所希望者が多数の場合は応募い

　ただいても入所出来ない場合がありますのでご了承ください。また、児童や保護者に特別な事情があ

　る場合は申請時に申し出をお願いします。）

※学童教室の規則を守っていただけない方は年度途中でも退所していただく場合があります。

問　合　せ　下市町役場　健康福祉課　児童福祉係

　　　  　　☎ ０７４７－５２－０００１（内線１６８）

　　　  　　IP ０７４７－６８－９０６４（直通）

　平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までの間に新車新規登録し、排出ガス・燃費性能の優れ

た三輪・四輪の軽自動車の税額が軽減されます。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載

されています。軽減は適用期間中に初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。車両登録時

の申告書に基づき課税しますので手続きは不要です。

※②・③については、平成 17 年排出ガス規制 75％低減または平成 30 年排ガス規制 50％低減し、

　揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

車　種　区　分 標準税率 軽　課　税　率
① 75％軽減税率 ② 50％軽減税率 ③ 25％軽減税率

三輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪
乗用 営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円

自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円

貨物 営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円
自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円

◇対象及び軽減割合
〈軽乗用車〉

〈軽貨物車〉

◇軽減率と税率

対　象　車 内　容
電気自動車・天然ガス自動車 ( 平成 21 年排出ガス規制 NOx10％
以上低減または平成 30 年排出ガス規制適合 ) ①税率を概ね 75％軽減

令和 2 年度燃費基準 ＋ 30％達成 ②税率を概ね 50％軽減
令和 2 年度燃費基準 ＋ 10％達成 ③税率を概ね 25％軽減

対　象　車 内　容
電気自動車・天然ガス自動車 ( 平成 21 年排出ガス規制 NOx10％
以上低減または平成 30 年排出ガス規制適合 ) ①税率を概ね 75％軽減

平成 27 年度燃費基準 ＋ 35％達成 ②税率を概ね 50％軽減
平成 27 年度燃費基準 ＋ 15％達成 ③税率を概ね 25％軽減
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日　時　令和２年３月７日（土）　
　　　　セミナー 　午後１時～２時　
　　　　相 談 会 　午後２時１５分～４時１５分
場　所　宇陀市役所３１２会議室
　　　　〒６３３-０２９２
　　　　奈良県宇陀市榛原下井足１７-３
主　催　宇陀市・特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ
後　援　奈良県
入場料　無料
※セミナー参加は予約不要ですが、相談会には予約が必
　要です。下記連絡先までご連絡ください。
※相談会の日以外でも常設の相談員が相談を受付してい
　ます。お気軽にお問い合わせください。

問合せ　特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ
　　　　≪橿原相談窓口≫
　　　　〒６３４-００７５　橿原市小房町９-３２
　　　　☎/FAX　０７４４-３５-６２１１
　　　　（月～金 《日祝定休》 午前９時～午後５時）
　　　　Mail：akiyaconcierge@zeus.eonet.ne.jp
　　　　H P : http://www.akiyaconcierge.com/

　令和２年４月１日から奈良地方気象台の電話窓口が変
わります。
・職員による対応
　☎０７４２-２２-２５５５
　平日午前８時３０分～午後５時１５分
・自動音声による気象情報
　☎０７４２-２７-７３２９
　終日利用可能（夜間・休日含む２４時間）

自動音声による気象情報の利用方法は以下をご覧ください。
https://www.jma-net.go.jp/nara/info/pdf_files/jido.pdf

①自衛官候補生
採用試験
　・令和２年３月１０日（火）
　　※受付締切日：令和２年３月４日（水）
備　　考　
　令和元年度最終募集になります。

②予備自衛官補
採用試験
　・令和２年４月１８日（土）～２２日（水）のうち１日
　　※受付締切日：令和２年４月１０日（金）
備　　考
　令和２年度採用になります。

問 合 せ
　自衛隊奈良地方協力本部　五條地域事務所
　〒 ６３７-０００４
　奈良県五條市今井５丁目１－１２　サンタウン２階
　☎ ０７４７-２２-３７８９
　就職・転職をお考えの方、まずはご連絡ください。

　入学・就職・転勤等による引っ越しで住所を異動され
る方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です！
〇住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届な

ど）は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、
選挙人名簿への登録などに繋がる大切な手続きです。

〇身分証明書となる「マイナンバーカード」の「住所」
等は、最新のものにする必要があります。

問合せ　下市町役場　住民保険課
　　　　☎ ０７４７-５２-０００１（代表）
　　　　IP ０７４７-６８-９０６３（直通）

　国民健康保険被保険者証の有効期限は３月３１日まで
となっています。
　４月１日から使用していただく新しい国民健康保険被
保険者証は、３月下旬に世帯ごとに郵送（簡易書留）で
お届けを予定しています。
　なお、現在ご使用中の国民健康保険被保険者証は４月
１日以降に破棄処分していただきますようお願いいたし
ます。
問合せ　下市町役場　住民保険課
　　　　☎ ０７４７-５２-０００１（代表）
　　　　IP ０７４７-６８-９０６３（直通）

　この制度は、小規模企業の経営者（役員、個人事業
主）が、廃業や退職後の資金等のために積み立てる退職
金制度です。
〈メリット〉
　①掛金は全額所得控除
　②「経営者の退職金」として受け取れます
詳しくはHP「小規模共済」で検索
申込み　下市町商工会、金融機関など
問合せ　中小企業基盤整備機構
　　　　☎ ０５０-５５４１-７１７１

　高濃度PCB(ポリ塩化ビフェル)含有電気機器(変圧器・
コンデンサー、業務用蛍光灯安定器など)は、使用中で
あっても令和３年３月３１日までの処分が法で義務付け
られており、処分期限が迫っています。
※(低濃度PCB含有電気機器は令和９年３月３１日まで)
　定められた期間内に処分しないと罰則の対象となる可
能性がありますので今一度ご確認いただき、万が一発見
された場合、すぐに届出のうえ、適正処分をしてくださ
い。PCBを含む機器を不法投棄や不適切な処分をした場
合、法により罰せられます。
問合せ　奈良県くらし創造部
　　　　景観・環境局廃棄物対策課　産業廃棄物第二係
　　　　☎ ０７４２-２７-８７４７
　　　　下市町役場　生活環境課（紫水苑）
　　　　☎ ０７４７-５２-５９０１　　　

「空き家相談会」を開催いたします

奈良地方気象台からのお知らせ

令和元年度自衛官募集のお知らせ

古い工場やビルをお持ちの皆様へ

入学・就職・転勤等による引っ越しで
住所を異動される方へ

国民健康保険被保険者証の切り替えは
郵送で行います

経営者の退職金制度
『小規模企業共済制度』
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営業時間　午前１１時～午後７時
      　　　(受付は午後６時３０分まで)
ごんた食堂
　【平日】
　　午前１１時３０分～午後２時
　　午後４時３０分～７時
　【土・日・祝日】
　　午前１１時３０分～午後７時
　　（ラストオーダー　午後６時３０分まで）
※風呂の日には、お得な当日限定の日替わりメニュー
　『風呂の日定食』もございます。
☆各種宴会・法事御膳はじめました☆

　法事や各種宴会のご予約お待ちしています！！
　詳細は、ごんた食堂へ
３月１５日（日）梅の里山まつり特別メニュー
　梅の里山御膳（入浴券付）　１，２００円
　限定２０食ご用意しておりますのでぜひお越しください！

問合せ
　　下市温泉秋津荘・明水館
　　　☎ ０７４７-５２-２６１９（フロイク）
      　IP ０７４７-６８-９０８１　

ら 
情報く 

Information

 し
 の

３月は下市町を会場とした巡回相談が開催されます
日　　　　時　３月２７日（金）　午後１時～４時
予約・問合せ　奈良弁護士会
　　　　　　　中南和法律相談センター係
　　　　　　　☎ ０７４２-２２-２０３５

　 納期限を守って、納め忘れのないようにしましょう。
※口座振替をご利用の方は、３月３１日（火）が振替日
となります。預金残高のご確認をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　下市町役場　住民保険課

日　　　　時　３月１６日（月）　午後１時～４時
場　　　　所　大淀町役場
予約・問合せ　大淀町役場　人権住民課
　　　　　　　☎０７４７-５２-５５０１（代表）

場　　　所　大淀町大字下渕６８番地の４
　　　　　　やすらぎビル４階
問 合 せ　☎ ０５０-３３８３-００２５
　　　　　　※無料になる場合があります。
　　　　　　　まずは電話でお問い合わせを。

① 　固定資産税の納税義務者の方が、平成３１年中及
び令和元年中にお亡くなりになられた場合、または固
定資産の未登記物件の所有者の変更が令和元年１２月
３１日までにあった場合は、納税義務者の変更の手続
きが必要です。

②　 ①の変更の手続きにより口座振替を希望される方
は、事前に口座振替の申し込み手続きが必要です。

③ 　共有持分の固定資産をお持ちで口座振替の申し込
みがある方が、平成３１年中及び令和元年中に持分変
更または持分の一部を所有者変更等された場合は、持
分変更による納税義務者の変更となるため前年度まで
に申し込みをしていただいております口座から振替で
きない場合がありますので、継続して口座振替を希望
される場合は、再度口座振替の手続きが必要となりま
す。

【例】納税義務者が　（変更前）下市　太郎　外1名
　　 　　　　　　　  （変更後）下市　太郎　外2名
（注）この場合は、下市太郎は同じでも、納税義務者が
      下市太郎　外2名に変更となるため、
　　下市太郎　外1名で申し込みされている口座からは
　　振替できません。
※上記の手続きは令和２年３月末までにお願いします。
※手続き方法またはご不明な点は、下市町役場税務課ま
　でお問い合わせください。
問 合 せ　下市町役場　税務課
　　　　　　☎ ０７４７-５２-０００１（代表）
　　　　　　IP ０７４７-６８-９０６６（直通）

日　　　時　毎週木曜日　午後１時～４時
　　　　　　開催日等は直接お問い合わせください。
場　　　所　大淀町役場
問 合 せ　大淀町役場　人権住民課
　　　　　　☎０７４７-５２-５５０１（代表）

♨今月の風呂の日は26日です

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

３月の営業日カレンダー
※
〇
印
の
日
が
休
館
日
で
す
。

下市温泉秋津荘・明水館・ごんた食堂
 営業日のお知らせ 中南和法律相談センター無料法律相談

〈県内中南和各地で随時開催しています〉

３月３１日（火）は国民健康保険第９期　　　
　　　　　　　　　　　　　　　の納期限です。

吉野三町無料法律相談
〈奈良弁護士会所属弁護士による無料相談〉

法テラス南和法律事務所 
〈常駐の弁護士が相談にあたります〉

税務課からのお知らせ

消費生活相談
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国民健康保険に加入するとき・やめるとき

年金事務所での年金相談・手続きの際は予約相談をご利用ください

加入の届け出が遅れると…
・加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めます。
・保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

やめる届け出が遅れると…
・国保の保険証を使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費をあとで返していただ 
　きます。
・ほかの健康保険に入ったとき、国保をやめる届け出をしないと、国保の保険税とほかの健康保険の
　保険料を両方とも支払ってしまうことがあります。
問合せ　下市町役場　住民保険課　☎ ０７４７-５２-０００１（代表）

　　　　　　　　　　　　　　　　IP ０７４７-６８-９０６３（直通）

～加入するとき・やめるときは必ず届け出をお願いします～
なお、届け出にはマイナンバーカード（個人番号カード）、またはマイナンバーが確認できる書類と
本人確認書類もお持ちください。

　年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「予約相談」を行っております。ご予約い
ただきますと、スムーズに相談をしていただけます。
　年金相談のご予約は、予約希望日の 1 か月前から前日まで「予約受付専用電話」にて予約をお受け
いたします。
予約受付専用電話
☎０５７０－０５－４８９０
０５０から始まる電話でおかけになる場合は
☎０３－６６３１－７５２１
※ご予約の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご用意ください。

予約受付専用電話の受付時間
月～金（平日）午前８時３０分～午後５時１５分

★加入するとき

★やめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
○ほかの市区町村から転入してきたとき

（職場の健康保険などに加入していない場合）
ほかの市区町村の転出証明書、印鑑

○職場の健康保険などをやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑

○子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印鑑

○生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

こんなとき 届け出に必要なもの

○ほかの市区町村へ転出するとき 保険証、印鑑

○職場の健康保険などへ加入したとき 保険証、職場の健康保険の保険証、印鑑

○死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印鑑

○生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
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今月のおすすめ本
　
日
本
支
配
は
朝
鮮
に
差
別
・
抑
圧
・
不
平
等
を
も
た
ら
し

た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
歴
史
に
嘘
を
つ
く
こ
と
は
で
き
な

い
！
慰
安
婦
・
徴
用
工
・
竹
島
…
韓
国
を
愛
す
る
研
究
者
ら

が
実
証
的
に
検
証
。
日
韓
関
係
を
危
機
に
陥
ら
せ
た
数
々
の

「
嘘
」
を
指
摘
し
た
憂
国
の
書
。

　

仮
面
ラ
イ
ダ
ー
に
な
り
た
い
か
ん
た
ろ
う
。「
ど
う
し
た

ら
な
れ
る
？
」
と
マ
マ
に
聞
く
と
、「
ま
ず
は
じ
ぶ
ん
で
か

ん
が
え
て
み
て
！
」
と
言
い
ま
す
。
す
る
と
か
ん
た
ろ
う
は

…
。

李栄薫 /編著
文藝春秋

のぶみ /作
講談社

★
反
日
種
族
主
義

★
ぼ
く
、
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
に
な
る
！
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ロ
ワ
ン
編

社
協
だ
よ
り

相談内容 場　　所 相　談　日 時　間

行政・人権・心配ごと相談
行政相談委員・人権擁護委員
民生児童委員が相談を受けます。
（電話相談も可）

下市町交流センター
（ごんたくんの家）
☎ 0747-52-6125

３月  ５日（木）

午後 1 時

3 時

４月  ２日（木）

人権・心配ごと相談
人権擁護委員・民生児童委員が
相談を受けます。
（電話相談も可）

下市町交流センター
（ごんたくんの家）
☎ 0747-52-6125

３月１９日（木）

４月１６日（木）

〜

　

令
和
元
年
10
月
15
日
に
「
奈
良
県

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促

進
に
関
す
る
条
例
」
が
公
布
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
令
和
２
年

４
月
１
日
か
ら
自
転
車
損
害
賠
償
責

任
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
化
さ
れ
ま

す
。

　

万
が
一
の
事
故
が
起
こ
っ
た
時
に

自
分
と
相
手
を
守
る
た
め
に
も
、
自

転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
入
り
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ

　

奈
良
県
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

推
進
課　

自
転
車
条
例
総
合
窓
口

　

☎
０
７
４
２
―

２
７
―

７
０
１
３

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
へ

加
入
し
ま
し
ょ
う

　

い
つ
も
善
意
銀
行
に
預
託
を
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

１
月
16
日
～
２
月
15
日
の
期
間

に
、
次
の
皆
さ
ん
か
ら
預
託
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。　
　

（
敬
称
略
）

・
出
生
内
祝
い

　

村　

隆
史
（
阿
知
賀
）
１
万
円

・
初
市
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
売
上
金
一
部

下
市
町
商
工
会
１
万
２
千
８
０
０
円

・
供
養
と
し
て

平
井　

成
長
（
大
淀
町
）
２
万
円

部　
　
　
　
　
　
　
　

３
万
円
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吉

野
郡
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市

町
下
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　のうご
き

人

国民年金の付加年金制度は
ご存知ですか

人　口　5,266 人　(－11)
　男　　2,473 人　(－ 5)
　女　　2,793 人　(－ 6)
世帯数　2,436世帯（－ 1）
　　　　　　（　）内は前月比
　出生　0人　　死亡  7人
　転入  4人　　転出  8人

令和２年２月１日現在

下市消防署からのお知らせ

図書館だより

図書館では電話での本の予約・
延長も受け付けています。お気
軽にお問い合わせください。

おはなし会
３月２８日（土）

午後２時

下市観光文化センター２Ｆ（下市町立図書館）
☎ ０７４７-５２-１７１１
IP ０７４７-６８-９０８０

★○印が休館日です
★開館時間　木曜日～月曜日　午前９時～午後５時
★開館時間以外は、玄関脇の返却ＢＯＸへお返しください

◇３月１日～３月７日
　春季火災予防運動実施
　統一標語「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」
火災が発生しやすい時季を迎えますので、火気の取
扱いには十分注意しましょう。

住宅防火　　いのちを守る　　７つのポイント
―　３つの習慣・４つの対策―

３つの習慣
・寝タバコは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器などを

設置する。
・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品な

どを使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器など

を備える。
・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の

協力体制つくる。

◇住宅の耐震化と家具の転倒防止
地震被害の中で、家庭内の家具類やテレビ、人形
ケースなどが落下して死傷する場合が多く、家具類の
倒れてこない安全な空間を確保する事が重要です。
 ◎家具類の転倒防止措置
・家具類は、壁に密着させる。
・壁と天井の間の突っ張り棒、Ｌ型金具、木ねじ等で

固定する。
・棚やタンスの上には、重い物を置かない。
 ◎家具配置上のポイント
・家具類は、壁体から離して置くよりピッタリとくっつ

けて置いた方が倒れにくい。
・本棚や戸棚に収納する本や陶器類は普段使いやす

い位置や目の届きやすい位置に配列しがちであり、
重心が高くなる傾向があるので、下部に重いものを
置くよう収納方法にも注意する。

・家具類は、ガラスを背にして置くと、家具類の揺れ
により窓ガラスが割れるので注意する。

・幼児、高齢者、病人等がいる部屋は、努めて家具を
置かないようにする。

 付加年金とは、毎月の国民年金保険料（令和元
年度は月額１６,４１０円）に月額４００円をプラス
して支払うことで、将来もらえる老齢基礎年金の
受給額を増やすことが出来るという制度です。
　付加年金（年額）は、「付加保険料納付月数×
２００円」で計算します。

５年間（６０か月）付加保険料を納めた場合
　納付額
　　２４,０００円（６０か月×４００円）
　付加年金額
　　１２,０００円（６０か月×２００円）
　つまり、２年間でお支払いいただいた付加保険
料と同額になるため、大変お得です。
※付加保険料を納めるには申し込みが必要です。

問合せ
大和高田年金事務所
☎ ０７４５-２２-３５３１
下市町役場　住民保険課
☎ ０７４７-５２-０００１（代表）
IP ０７４７-６８-９０６３（直通）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

３月の休館日

12


